	環境管理規程
	分    類
	  業務(規)－（環）

	
	適用範囲
	  東ソ－日向 (株)

	
	制定日
	  １９９５年１０月 １日


  
       (目   的)  
   第  １条  この規程は、環境保安管理規程に基づき会社における公害防止組織及び公
           害予防対策について定めたものである。
      
（定   義）
   第  ２条①．この規程で公害とは、法令で定められた公害及びこれに準ずるものをい
              う。
           ②．公害関係施設とは、法令で定められた施設及びこれに準ずるものをいう。
           ③．法令とは、（別表－１）に示す公害関係法規のことをいう。
       
（従業員の責務）
   第  ３条  従業員は、法令及びこの規程に基づいて行われる公害予防に関し、公害防
           止統括者等の指示又は指導に従い、職務遂行上公害の発生防止に努めなけれ
           ばならない。
       
（組   織）
   第  ４条①．公害防止に資するため、特定工場における公害防止組織の整備に関する
             法律(以下「公害防止組織法」という。) 第３条、第４条及び第５条の定め
             に基づいて，次の公害防止統括者等をおく。
             １．公害防止統括者            １名
             ２．同上代理者                １名
             ３．公害防止主任管理者        １名
             ４．同上代理者                １名
             ５．公害防止管理者  　　　　　３名（水質、大気、粉じん各1名）　　　　＊
             ６．同上代理者      　　　　　３名（水質、大気、粉じん各1名）　　　　＊
            ②．廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「廃棄物処理法」という)の定
              めにより、産業廃棄物処理責任者及び技術管理者をおく。
       
（公害防止統括者及びその代理者）
   第  ５条①．公害防止統括者及びその代理者は、工場長が選任する。
           ②．公害防止統括者は、公害防止の業務について公害防止主任管理者、公害
             防止管理者等を統括し、主として次の業務を行う。
             １．公害防止組織法に定められた業務。
             ２．工場全般の公害防止に関する業務の統括。
             ３．総合的な公害防止に関する事項の統括。
             ４．その他公害防止に関する事項の統括。
           ③．公害防止統括者の代理者は、公害防止統括者が旅行、疾病、その他の事
              故によって職務を行うことができない場合に、その職務を代行する。

       （公害防止主任管理者及びその代理者）
   第  ６条①．公害防止主任管理者及びその代理者は、室・課長以上又はこれに準ずる職　＊
位のもので、公害防止組織法に定められた資格を有する者の中から、工場長
が選任する。
           ②．公害防止主任管理者の代行者は、公害防止主任管理者が旅行、疾病、その
             他の事故によってその職務を行うことができない場合に、その職務を代行す
             る。
 
      （公害防止管理者及びその代理者）
   第  ７条①．公害防止管理者及びその代理者は、公害防止組織法に定める資格を有する　＊
者の中から、施設の区分毎に工場長が選任する。
           ②．公害防止管理者は、公害防止主任管理者の指示に従い所管の施設区分の範
             囲で次の業務を行う。
1． 公害防止組織法に定められた業務の内細則で定める事項。
             ２．公害防止の総括に関する事項。 
             ３．公害防止の計画に関する事項。
             ４．公害防止の調査･研究に関する事項。
             ５．公害防止の啓蒙・指導に関する事項
           ③．公害防止管理者の代行者は、公害防止管理者が旅行、疾病、その他事故に
             によってその職務を行うことができない場合にその職務を代行する。
       
（産業廃棄物処理責任者等）
   第  ８条  １．産業廃棄物処理責任者は、工場長が選任する。
             ２．技術管理者及び特別管理産業廃棄物管理責任者は、「廃棄物処理法」に 
               定める資格を有する者とし、工場長が選任する。
             ３．技術管理者は、産業廃棄物処理責任者の指示に従い、廃棄物の処理にと
               もなう公害の発生防止に努めなければならない。

         （公害防止に関する業務の主管課）
   第  ９条  １．公害予防に関する設備管理及び運転の管理は製造部とする。
             ２．公害予防に関する検査業務は、品質管理室とする。　　　　　　　　　　＊
         


（規程の管理）
   第１０条      この規程の管理は、品質管理室長が行う。　　　　　　　　　　　　　　＊

                                 付    則
             ①  この規程は１９９５年１０月 １日より施行する。
2 ２００１年１０月１日一部改訂
3 ２０１３年　８月１日一部改定


